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1．  総代定数

定款及び総代選挙規約に基づき、２０２６年度総代選挙に関してお知らせいたします。

２０２６年度の総代定数は、定款第４４条に従い５１０人とします。組合員２２９人につき
１人の割合になります。

２．  選挙区及び選挙区定数

３．  総代の任期

選挙区は行政区とし、以下の通りです。選挙区ごとの総代定数は２０２５年１１月２０日現在の組合員
数での按分を基本とした以下の人数とします。

２０２６年３月１７日より、２０２７年度の総代が就任するまでの１年間とします。

総代選挙に立候補できる方は、２０２５年１２月２０日以前から継続して組合員である者とします。

４．  総代の立候補資格

◇期間　　：２０２６年１月５日（月）～２月２０日（金）まで
◇受付時間：上記期間内の月～金曜日、９時～１７時 
総代に立候補、または本人の承諾を得て候補者を推薦しようとする組合員は、所定の届け出用紙
に必要事項を記載し、総代選挙管理委員会まで届け出てください。

（付記）総代選挙管理委員会事務局は、本部組織部内（℡ 06‐6319‐5619）に置きます。 

５．  候補者受付

２０２６年 １月 ５日
 大阪よどがわ市民生活協同組合
総代選挙管理委員会 委員長

田中　美和

2026年度総代選挙の公示



生協は「組合員が主人公」の組織です！

2026年度総代立候補者募集！ 1月5日（月）～2月20日（金） 詳しくは
表面参照

　現在、よどがわ市民生協の組合員は約１１万人。生協はくらしを豊かにするために、消費者一人ひとりが出資金を
出し合い、商品の利用や様々な活動に参加しています。また生協の運営についても、組合員自身が参加します。総代
は、身近なくらし、地域の事、生協の商品のこと、生協を通じてやってみたい事をおしゃべりや書面を通じて、生協の
事業や活動のすすめ方などに意見を反映させる事ができます。
　また組合員どうし、様々な世代の方との交流を通じ、共感したり、学んだり、生協について様々な情報も得られま
す。あなたも組合員どうしのおしゃべりを通じて、今のくらしをちょっと考える、そんな「わたし時間」をつくってみま
せんか。

あなたも、身近なくらしや地域のこと、
生協のこと、おしゃべりしてみませんか

総代さん
の声

「子どもを託児に預けることができたり、オンライン会場もあるのはいいですね♪生協のこと、くら
しのこと、子育てのこともいろんな世代の方と気軽に話せる雰囲気が安心します。」

「いろいろなお話が聞けてとても良かったです！生協としての活動がとても幅広い事を知りました。」

「色々 な年代・地域の方達と交流できてよかったと思います。同じよどがわの組合員という事で、今
後も助け合ったり話し合ったりおしゃべりできたらいいなと思ってます。」

生協の事業・活動の方針は、組合員が決定しますが、よどがわ市民生協の全組合員が一堂に集まって話し合うことは困
難です。そこで、配送エリア内の各地域より『総代』を510名選出し、総代会で事業や活動のすすめ方や予算を決めます。
総代会以外に総代が集まるのは、年３回程度、いずれも2時間程度で、身近なくらしのことや生協について交流します。
直接参加できなくても、オンライン参加や書面で意見や願いをお寄せいただくことでも大丈夫です！

2025年12月20日までにご加入の組合員（本人）であれば、性別・年齢を問いません。

総代ってなぁに？

総代は誰でもなれるの？

総代には…

総代に関するお問合せ先：大阪よどがわ市民生活協同組合 組織部
TEL 06‒6319‒5619（月～金、９～17時受付）

『総代通信』をお届けし、生協の様々な情報をお知らせします。
通常総代会や総代懇談会の出席時には規定に従って交通費を支給します。
託児（１歳以上）もあるので、安心して出席いただけます。

総代懇談会出席総代には
生協の宅配で使用できるポイントを

ポイントを活用して利用した商品に
ついて、懇談会で交流しましょう！！

500ポイント付与！！

「わたし時間」をつくってみませんか？


